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復興定期便

みやぎ １月号 ～みやぎ復興定期便をお届けします～
県外へ避難されている皆さまへ
宮城県内の復興の動きや各種支援等の情報など、帰郷にお役立ていた
だく情報をお届けします。
これまでお届けした内容は下記ホームページからご覧いただけます。
http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/teikibin.html
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■住宅の認定基準
　サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者が安心して生活できるよう配慮された民間の賃貸住
宅などで、次の３つの基準を満たし、県（仙台市内の住宅は仙台市）に登録された住宅です。
　・バリアフリーに関する基準
　　段差のない床、トイレ内の手すりの設置など、バリアフリー化が図られている。
　・入居者へのサービスに関する基準
　　「安否確認」と「生活相談」のサービス（以下「基本サービス」）が提供される。
　・入居契約に関する基準
　　�長期入院を理由に一方的に解約されないなど、入居者の居住の安定が図られた契約が結ばれ

ている。
■他の高齢者向け住宅との違い
　高齢者向け住まいには老人ホームやケアハウスなどの種類があり、それぞれに特性があります
（図１）。その中で、「サービス付き高齢者向け住宅」は、基本サービス以外にも介護・生活支援
サービスなど、自分の希望に応じて選ぶサービス（選択サービス）を受けることができる住まい
となっています。

　東日本大震災により宮城県外へ避難した皆さまへの連絡は、「全国避難者情報システム」の登

録情報により行っております。大切な情報を確実にお届けするためにも、以下の場合に該当する

方は、忘れずに登録手続きを行うようご協力願います。

　①避難を終了した方（定住、帰郷など）

　②避難先を移動した方（転居など）

　③未登録又は誤登録だった方

※登録手続きは、現在お住まいの市町村役場で可能です。

問現在お住まいの市町村役場（全国避難者情報システム担当）

問県住宅課（仙台市以外の住宅）　　☎022-211-3256
　　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/
問仙台市住宅政策課（仙台市内の住宅）　　☎022-214-8330
　　http://www.city.sendai.jp/jutakutaisaku/kurashi/machi/sumai/joho/koresha/sedo.html
　物件情報サイト「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」
　　http://www.satsuki-jutaku.jp/index.php

　岩沼市では、新たにご結婚された世帯の住居費や引越費用を支援します！

■対象世帯（以下のすべてに該当する新婚世帯）

　①平成28年４月１日～平成29年２月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯であること

　②�平成26年中の夫婦の合計所得が300万円未満であること。ただし、下記の（ア）（イ）の場合

は、それぞれの計算方法により求めた金額が300万円未満であれば対象になります。

　�（ア）婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職または退職した場合

　　　�（最後に離職または転職した翌月の夫婦の所得の合算）×12

　�（イ）貸与型奨学金の返済を行っている場合

　　　�（平成26年分の所得）－（奨学金の年間返済額）

　③対象となる住居が岩沼市内にあること

　④他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

　⑤過去にこの制度による補助を受けたことがないこと

　⑥市税等に未納がないこと

■補助対象になる住居費・引越費用（支払済みのものに限ります）

　①住居費

　�　結婚を機に新たに住宅を購入したり、賃貸する際に要した費用（住宅の購入費・賃料・敷金・

礼金・公益費・仲介手数料）。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その金

額は除かれます。

　②引越費用

　　引越業者や運送業者への支払い、その他に要した引越しの費用

■申請期限

　平成29年２月28日（火）まで

問岩沼市社会福祉課　　☎0223-22-1111

■入居費用
　家賃・共益費のほか、基本サービス費用が必要です。このほか、選択サービスを利用する場合
は、その費用が必要になります。

区　分 分　類 種　　類 内　容 費　用

必ずかかる
費用

住居費
家賃 居住するために必要

な費用
月々の家賃＋共益費

共益費

基本サービス
安否確認 サービスの範囲は住

宅により異なる
月々の固定費用

生活相談

必要に応じ
かかる費用

選択サービス

食事、家事援助、健康管理、
生活支援など

提供内容は住宅によ
り異なる

住宅により異なる

介護
サービス

介護保険サービス 心身の状況により個
別契約

利用の都度
介護保険外サービス

■入居方法
　インターネット上の「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」でこれらの住宅の事業
者、家賃、提供されるサービス内容などの情報を得ることができます。また、インターネットの
利用が難しい場合には、下記にお問い合わせください。インターネット等でサービス内容を確認
後、任意で現地確認を行い、事業者へ入居申込みをしてください。

　平成28年12月10日、東日本大震災による被害で運行休止区間となっていた、「浜吉田駅－相馬
駅」間の運行が約５年９ヶ月ぶりに再開されました。再開区間は約23.2キロで、津波で甚大な被
害を受けた駒ケ嶺駅－浜吉田駅の線路と、同区間内の新地、坂元、山下の３駅が内陸側に移設さ
れております。今後、ＪＲ東日本では、常磐線で残る運休区間に関し、浪江－小高を平成29年春、
竜田－富岡を平成29年内、富岡－浪江を平成31年度末に再開する見込みとしています。

ＪＲ常磐線「浜吉田駅－相馬駅」間の運行が再開されました！

内陸部に移設した坂元駅付近を走行するＪＲ常磐線の車両

問県総合交通対策課　　☎022-211-2437

　マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方に１人１つの番号（マイナンバー）を割り当

てて、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を連携することにより、行政を効率化し、

国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための新たな社会基盤となるものです。

■�住所を異動される場合は、「通知カード」又は「マイナンバーカード」の記載内容の変更が必

要です！

　引っ越しなどで市町村に転入・転居届を提出する方は、通知カード又はマイナンバーカードを

転入・転居届と一緒に市町村の窓口に提出していただき、新しい住所を記載することが必要です。

通知カード又はマイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け

出てカードの記載内容を変更してください。

■マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください！

　自治体や消費生活センターなどにマイナンバー制度に便乗した不審な電話や訪問等に関する相

談が寄せられており、実際にお金を取られたり、個人情報を聞き出された事例も発生しています。

マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が口座番号、資産や年金・保険の状況

等を聞くことはありませんので、不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってくだ

さい。少しでも怪しいと感じたら、下記相談窓口にご相談ください。

〈不審な電話などの相談窓口〉

�・消費者ホットライン　　188（いやや！）

※�原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、相

談できる時間帯は、お住まいの地域の相談窓口により異なります。

�・警察�相談専用電話　　♯9110　または最寄りの警察署まで

「＃9110」は、原則、平日の8:30 ～ 17:15

※�各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、

当直または留守番電話で対応します。

〈マイナンバー制度全般の相談窓口〉

　マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178

　受付時間：平日9:30 ～ 20:00、土日祝日9:30 ～ 17:30（年末年始12月29日～１月３日を除く）

※�マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付け

ます。
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10月８日　荒浜漁港水産まつり（亘理町） 10月21日　気仙沼内湾（南町１丁目）地区災害
公営住宅が完成（気仙沼市）

10月23日　新市街地まちびらき（山元町） 10月28日　ドクターヘリ運航開始（仙台市ほか）

窓口名

（実施機関名）
相　談　内　容 受付時間・連絡先

不登校・発達支援相談

室（宮城県総合教育セ

ンター（りんくるみや

ぎ））

子供の教育・不登校・

発達支援に関する相

談をお受けします。

〈24時間子供SOS〉

☎0120-0-78310

24時間いつでもつながります。

※�いじめで悩んでいる子供、保護者を対象にしています。

教育相談ダイヤル

受付日時：月曜日～金曜日　9:00 ～ 16:00

☎022-784-3568

不登校相談ダイヤル

受付日時：月曜日～金曜日　9：00～16：00

☎022-784-3567

発達支援教育相談ダイヤル

受付日時：月曜日～金曜日　9：00～16：00

☎022-784-3565

窓口名

（実施機関名）
相　談　内　容 受付時間・連絡先

無料法律相談

（宮城県司法書士会）

売買・贈与・相続等不動産登記・会社・

法人に関する手続及び登記多重債務に関

する相談、成年後見制度（判断能力に不

安がある方の財産管理）に関する相談に

対応します。

予約：不要

受付日時：月～金曜日（土、日、祝日

を除く）13：00～20:00

☎0120-216-870・022-221-6870

土地の境界や表示に関する

登記の無料相談

（宮城県土地家屋調査士会）

土地の境界や面積の調査・測量、分筆登

記、地目変更登記、建物表題表記などに

関する相談に応じます。

受付日時：平日8：30～17：15

☎022-225-3961

個人版私的整理ガイドライン

（一般社団法人　個人版私

的整理ガイドライン運営委

員会）

東日本大震災の影響により、震災前の借

入れのご返済が困難となった方（個人）

は、「個人債務者の私的整理に関するガイ

ドライン」を利用することにより、一定の

要件の下、債務の免除を受けられます。

個人版私的整理ガイドラインコー

ルセンター

受付日時：平日9：00～17：00

☎0120-380-883

教育相談 法律相談

交　流　会　名 日　　　時 場　　　所 参�加�費 お申込み・お問い合わせ先

2016神奈川散歩カフェ（鎌倉・鶴岡八幡宮コース）
1/14（土）
10：00集合

集合場所：JR鎌倉駅西口改札前
解散予定場所：JR北鎌倉駅

200円
かながわ避難者と共にあゆむ会（高坂）
☎090-2729-1246　当日受付

お茶のみ交流・新年会 1/18（水）
一関市総合福祉センター　２階中会議室
（岩手県一関市城内1-36）

200円
一関市社会福祉協議会（菊地・佐々木・千葉）
☎0191-23-6020　要事前申し込み

宮城県避難者相談会（北九州市会場）
1/21（土）
14:00～16:00（13:30～受付開始）

小倉興産KMMビル４階　第２会議室
（福岡県北九州市小倉北区浅野2-14－1）

無料
みやぎ避難者帰郷支援センター（西部）
団体名：ひろしま避難者の会�アスチカ
☎0120-73-8124、申込〆切：1/18（水）

宮城県避難者交流会・相談会（静岡会場）
1/22（日)
�10:30～13:00（10:15～受付開始）

清水テルサ７階�小会議室（静岡市東部勤労者福祉センター）
（静岡県静岡市清水区島崎町223）

無料
みやぎ避難者帰郷支援センター（中部）
団体名：NPO法人地域づくりサポートネット
☎0120-553-833、申込〆切：1/17（火）

これからの暮らしをいっしょに考えよう
1/29（日）
10:30～14:30（10:00～受付開始）

名古屋都市センター 14階�特別会議室（愛知県名古屋市中区金
山町1-1-1金山南ビル（名古屋ボストン美術館と同じ建物））

無料
愛知県被災者支援センター　申込〆切：1/27（金）
☎052-954-6722（祝日を除く月～金10:00 ～ 17:00）

宮城県避難者相談会� in� さっぽろテレビ塔
2/4（土）
13:30～16:00（13:15受付開始）

さっぽろテレビ塔２階会議室
（北海道札幌市中央区大通西1丁目）

無料
みやぎ避難者帰郷支援センター（北海道）
団体名：一般社団法人北海道広域避難アシスト協会
☎0120-311-403、申込〆切：2/2（木）

※予定が変更になる場合があります。詳しくは問い合わせ先にご確認ください。

東日本大震災で宮城県外に避難された皆さまを対象とした交流会・イベント情報をお知らせします。

　県内各地では、下記の日程で成人式が開催されます。新成人やご家族の皆さん、この機会にぜひ地元に足を運んでみてください。

東日本大震災で避難された皆さまのお悩み等にお答えする相談窓口をご紹介します。

「ご意見等記入用紙」と「返信用封筒」を同封していますので、ご意見やご感想などをお寄せください。みやぎ復興定期便の充実に向けて活用させていただきます。また、今後の送付を希望しない場合は、

「ご意見等記入用紙」でお知らせください。（発行スケジュールの都合により、不要のご連絡を頂いた方にも１～２号程度続けて送付される場合があります。あらかじめご了承ください。）

宮城県内の復興の様子をご紹介します。 ※写真提供　ＵＲ都市機構

※予定が変更になる場合があります。詳しくは問い合わせ先にご確認ください。

市　町 日　時 場　　所 問合わせ先

仙台市
1/8（日）

開場13:00、開式14:00

カメイアリーナ仙台

（仙台市体育館）

仙台市教育局生涯学習課

☎022-214-8887

石
巻
市

桃生地区
1/5（木）

受付13:00、開式14:00
桃生公民館文化ホール

桃生公民館

☎0225-76-2111（代）

河南地区
1/8（日）

受付10:00、開式11:00
遊楽館かなんホール

河南公民館

☎0225-86-3663

北上地区
1/8（日）

受付10:00、開式11:00
北上中学校体育館

北上公民館

☎0225-67-2111（代）

石巻地区
1/8（日）

受付13:00、開式14:00
石巻専修大学体育館

石巻市生涯学習課

☎0225-95-1111（内線5053）

河北地区
1/8（日）

受付13:00、開式14:00
河北総合センター文化交流ホール

河北公民館

☎0225-62-2121

雄勝地区
1/8（日）

受付13:00、開式14:00
雄勝総合支所仮庁舎２階会議室

雄勝公民館

☎0225-57-3052

牡鹿地区
1/8（日）

受付13:00、開式14:00
牡鹿保健福祉センター多目的ホール

牡鹿公民館

☎0225-45-2611

塩竈市
1/8（日）

受付12:30、開式13：30
塩釜ガス体育館

塩竈市生涯学習課

☎022-362-2556�

気仙沼市
1/8（日）

受付9:00、開式10:30
気仙沼市民会館大ホール

気仙沼市生涯学習課

☎0226-22-3442（直通）

名取市
1/8（日）
受付10:00、開式11:00

名取市文化会館大ホール
名取市生涯学習課
☎022-724-7173

市　町 日　時 場　　所 問合わせ先

多賀城市
1/8（日）

受付10:20、開式11:00
多賀城市文化センター大ホール

多賀城市生涯学習課

☎022-368-1141（内線543・544）

岩沼市
1/8（日）

受付12:30、開式13：30
岩沼市民会館大ホール

岩沼市生涯学習課

☎0223-22-1111（内線572・573）

東松島市
1/8（日）

受付12:30、開式13:00
東松島市コミュニティセンター

東松島市生涯学習課

☎0225-82-1111（内線3201）

亘理町
1/8（日）

受付13：00、開式13：30
中央公民館

亘理町生涯学習課

☎0223-34-0510

山元町
1/8（日）

受付13:00、開式14:00
中央公民館大ホール

山元町生涯学習課

☎0223-37-5116

松島町
1/8（日）

受付9：30、開式10：00
文化観光交流館（中央公民館）

松島町中央公民館

☎022-353-3030

七ヶ浜町
1/8（日）

受付9:45、開式10：30
七ヶ浜国際村ホール

七ヶ浜町中央公民館�

☎022-357-3302

利府町
1/8（日）

受付9:15、開式10：00
総合体育館

利府町生涯学習課

☎022-767-2125

女川町
1/8（日）

受付13:00、開式13：30
ホテル華夕美

女川町教育委員会生涯学習課

☎0225-53-2295

南三陸町
1/8（日）

受付12:30、開式13：30
総合体育館「ベイサイドアリーナ」

志津川公民館

☎0226-46-5103


